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NCCUNEWS感染防止対策第 16号でお知らせした介護・障害分野の慰労金について、詳細が発表されまし

た。今回の慰労金は「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、①感染すると重症

化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと、②継続して提供することが必要な業務であるこ

と、及び③介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかか

る中、強い使命感を持って、業務に従事していること」に対するものとされています。 
 

◆支援対象者 

１． 全ての介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員 

２． 介護サービス事業所・施設等で通算して 10 日以上勤務した者 

 
    10日以上とは ＊お住いの都道府県において新型コロナウイルス感染症患者１例目発生日 又は 

受入日～令和２年６月３０日の間に総計１０日間以上 

            ＊第１例目発生日が緊急事態宣言の対象地域とされた日以降の都道府県、又は第１ 

例目発生がなかった都道府県においては、緊急事態宣言の対象地域とされた日 

 

３． 「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下

で働いている職員（派遣の方や業務受託者の方も含まれる） 

※支給は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1 人につき 1 回 

 

◆支援額 

１．利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サ

ービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員 

①<訪問系> 利用者が感染者・濃厚接触者である利用者に 

実際にサービスを１度でも提供した職員 1人 20 万円 

②<その他の介護事業所・施設系> 利用者が感染者・濃厚接触者である利用者が 

発生した日以降に勤務した職員 1 人 20 万円 

③<それ以外の職員> 1人 5 万円 

 

２．「1.」以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員  

1人 5 万円 
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国からの慰労金、概要発表！ 
慰労金は非課税に！ 
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◆ その他 

今回の慰労金は、所得税法の非課税規程に基づき非課税所得に該当とする。 

 

 

※支給方法等の詳細は分かり次第ご報告します！ 
 

今回の慰労金の支給は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の中で業務を行いながらも組合

員の皆さんが声を上げ、５月１日に厚労大臣宛に「介護従事者に対する特別手当の支給」を要請

した結果です。 

要請を行ったことで、ＮＣＣＵ政治顧問である山井和則衆議院議員が厚生労働委員会の中で質

疑を行い、厚労大臣から前向きな回答を引き出すことができました。また、立憲民主党、国民民

主党、社民党の３党共同で提出した第二次補正予算に関する要望書の中でも、ＮＣＣＵの要請内

容を後押しして頂いたことで今回の慰労金の支給が実現しました。 

 

 

 

 

 

 

 

介護現場で問題が発生した場合はＮＣＣＵ本部までご連絡ください！ 

 分 会 名（         ） 事業所名（         ） 

 所 在 地（         都・道・府・県） 

 サービス（         ）※訪問介護、デイサービス等 

 代表者名（         ） 連 絡 先（         ） 

発生している問題・課題等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＵＡゼンセン日本介護クラフトユニオン（ＮＣＣＵ） 

ＦＡＸ：０３－５７３０－９３８２ 

ＴＥＬ：０１２０－５１９－９３１ （平日 ９:３０～１７:００） 

組合員の皆さんの声が国を動かしました！ 

今後もアンケート等のご協力をお願いします！ 


